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横 浜 市 教 育 委 員 会 

定例会会議録 

 

 

 

  １ 日  時  令和５年11月16日（木）午前10時00分 

 

  ２ 場  所  市庁舎 18階共用会議室（みなと６・７） 

 

  ３ 出 席 者  鯉渕教育長 中上委員 森委員 四王天委員 大塚委員 木村委員 

 

  ４ 欠 席 者  なし 

 

  ５ 議事日程  別紙のとおり 

 

  ６ 議事次第  別紙のとおり 
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教 育 委 員 会 定 例 会 議 事 日 程 

 

令和５年11月16日（木）午前10時00分 

 

１ 会議録の承認 

 

２ 一般報告・その他報告事項 

  横浜市いじめ防止啓発月間の取組について 

  2023年度 横浜市教育センター研究発表会「社会に開かれた教育課程における連携・協 

 働の意義」の実施について 

中学校給食の安全対策に関する取組状況について   

 

３ 審議案件 

  教委第34号議案 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部改正に関する意見の 

申出について 

  教委第35号議案 横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改 

           正に関する意見の申出について 

  教委第36号議案 教職員の人事について 

 

４ その他
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鯉渕教育長 

 

 

 

 

各委員 

 

鯉渕教育長 

 

 

 

 

 

木村教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［開会時刻：午前10時00分］ 

 

 それでは、ただいまから、教育委員会定例会を開会いたします。 

 初めに、会議録の承認を行います。９月15日の会議録の署名者は中上委員と森

委員です。会議録につきましては、既にお手元に送付してございますが、字句の

訂正を除き、承認してよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、承認いたします。字句の訂正がございましたら、後ほど事務局まで

お伝えください。 

 なお、10月20日の教育委員会定例会の会議録につきましては、準備中のため、

次回以降に承認することといたします。 

 次に、議事日程に従い、教育次長から一般報告を行います。 

 

【一般報告】 

 

 １ 市会関係 

   ○10／30～11／１ こども青少年・教育委員会（視察） 

 

 教育次長の木村です。それでは、報告いたします。 

 まず、市会関係ですが、10月30日から11月１日まで、こども青少年・教育委員

会の視察が行われ、片山総務課長が同行しました。 

 

 ２ 市教委関係 

 （１）主な会議等 

   ○10／26 スクールミーティング 

   ○11／４ よこはまの未来の作戦会議 

        豊岡小学校創立100周年記念式典 

   ○11／７ こころの劇場 

   ○11／８ 第73回横浜市中学校総合体育大会閉会式 

   ○11／11 永田台小学校創立50周年記念式典 

        矢向小学校創立80周年記念式典 

        第25回全日本高等学校吹奏楽大会 in 横浜 

   ○11／14 第72回横浜文化賞贈呈式 

 

 （２）報告事項 

   ○横浜市いじめ防止啓発月間の取組について 

   ○2023年度 横浜市教育センター研究発表会「社会に開かれた教育課程に

おける連携・協働の意義」の実施について 

   ○中学校給食の安全対策に関する取組状況について 

 

 次に、教育委員会関係の主な会議等ですが、10月26日に、笹下中学校でスクー

ルミーティングを実施し、中上委員、森委員、木村委員、四王天委員、大塚委員

が出席されました。 
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 11月４日に、よこはまの未来の作戦会議がパシフィコ横浜で開催され、四王天

委員が出席されました。 

 同日、豊岡小学校創立100周年記念式典が行われ、鯉渕教育長が出席し、挨拶い

たしました。 

 11月７日に、神奈川県民ホールで開催されていました、小学校６年生を対象と

したこころの劇場を、鯉渕教育長、中上委員、四王天委員が視察されました。 

 11月８日に、第73回横浜市中学校総合体育大会の閉会式が横浜武道館で行わ

れ、鯉渕教育長が出席し、挨拶いたしました。 

 11月11日には、永田台小学校創立50周年記念式典に四王天委員が、矢向小学校

創立80周年記念式典に大塚委員がそれぞれ出席し、挨拶されました。 

 また、同日、第25回全日本高等学校吹奏楽大会 in 横浜が横浜みなとみらいホ

ールにて開催され、鯉渕教育長が出席いたしました。 

 11月14日に、第72回横浜文化賞贈呈式が横浜みなとみらい小ホールで開催さ

れ、鯉渕教育長が出席いたしました。 

 次に、報告事項として、この後、所管課から３点報告いたします。まず、１点

目ですが、「横浜市いじめ防止啓発月間の取組について」、２点目は、「2023年

度 横浜市教育センター研究発表会『社会に開かれた教育課程における連携・協

働の意義』の実施について」、 後に３点目は、「中学校給食の安全対策に関す

る取組状況について」、報告いたします。 

 私からの報告は以上です。 

 

 報告が終了いたしましたが、何か御意見・御質問等ございますか。よろしいで

しょうか。 

 それでは次に、「横浜市いじめ防止啓発月間の取組について」、所管課から御

報告いたします。 

 

 人権健康教育部長の近藤です。よろしくお願いいたします。12月はいじめ防止

啓発月間になりますので、その取組について御説明させていただきます。詳細は

所管の住田より説明いたします。 

 

 おはようございます。人権教育・児童生徒課長の住田でございます。まずはお

手元の記者発表資料に沿って御説明させていただきます。表面の「いじめ防止市

民フォーラムを開催します」という資料を御覧ください。横浜市では「横浜市い

じめ防止基本方針」に基づき、12月を「いじめ防止啓発月間」と位置づけ、様々

な取組を実施します。本月間の一環として、子どもの健全育成に係る関係機関と

協働し、「いじめ防止市民フォーラム」を開催します。今年度のフォーラムで

は、代表校約30校の児童生徒が一堂に会し、「いじめをなくすために、私ができ

ること」を議論します。また、小学生から高校生までの児童生徒代表と大人代表

が話し合うパネルディスカッションも実施いたします。 

 「いじめ防止市民フォーラム概要」です。「日時」は、12月１日金曜日の14時

から15時35分です。「会場」は、横浜市役所１階のアトリウムです。「テーマ」

としまして、「オール横浜でつながり、広げる、いじめ未然防止の輪～いじめを

なくすために、私ができること～」としています。 

 「内容」としましては２部構成になっておりまして、まず、第１部は、「１ 

児童生徒によるグループ協議」です。代表の児童生徒がグループに分かれて「い

じめをなくすために、私ができること」について話し合いをします。第２部とし

まして、「２ 児童生徒と大人代表によるパネルディスカッション」を行いま
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住田人権教

育・児童生徒

課長 

 

 

す。児童生徒代表４名（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の各代表）

と、大人３名（学校・保護者・地域の各代表）でパネルディスカッションを行い

ます。 

 下の枠囲みの中を御覧ください。12月は「いじめ防止啓発月間」です。子ども

の健全育成に係る関係機関と協働して、いじめ防止の取組を推進します。「横浜

市いじめ防止基本方針」に基づき、いじめを防止するには、特定の子どもや特定

の立場の人だけの問題とせず、広く社会全体で真剣に取り組む必要があります。

児童生徒をいじめから守り、社会全体でいじめの防止に取り組むことへの理解及

び協力を求めるために、下記取組を実施いたします。 

 「取組１ いじめ防止に向けたポスター・のぼり掲出」。啓発月間の「ポスタ

ー」と「のぼり旗」を、全市立学校、関係機関・団体、区役所等で掲示いたしま

す。「取組２ 市営地下鉄での広告掲出」。市営地下鉄（ブルーライン・グリー

ライン車内）にて広告を掲出し、いじめの相談窓口について周知いたします。

「取組３ いじめ解決一斉キャンペーン」。各学校で、子どもたちに無記名アン

ケートを実施し、学校いじめ防止対策委員会で点検・確認いたします。ポスター

やのぼりにつきましては、資料の右側に載せさせていただいている以外のものを

会議場の周りに貼らせていただいておりますので、そちらも併せて御覧くださ

い。 

 裏面です。「令和５年度 子どもの健全育成に係る関係機関等『横浜市いじめ

問題対策連絡協議会』の取組について」を細かく載せてありますので、こちらは

お読みいただければと思います。報告は以上です。 

 

 説明が終了しましたが、何か御意見・御質問等ございますか。 

 

 御報告ありがとうございます。毎年言っているかもしれませんが、区や本市全

体でこういう取組をしている発表の場などで、挨拶運動ですとか、制作物をみん

なで作ってみたり、いろいろなことを実施しているのを拝見します。中にはすご

く考えて行っているものもありますが、何か実施しようと思えば思うほど、実施

することに一生懸命になってしまったり、発表することに一生懸命になってしま

って、目的と手段が分からなくなってしまうということも起きかねないと思って

います。なので、取り組むことではなくて、今取り組もうと思っていること、例

えば、新しい取組を毎年始めようと思っているときに、「本当にそれはいじめが

なくなることにつながるのだろうか」と考えるところにしっかり時間をかけてほ

しいと思っております。そういったことも今年はどのようになっているか、12月

に見ていきたいと思っています。 

 あとは、昨年度の発表の場ですね。写真にもありますが、中学生がそこで登壇

されていたかと思います。その中学生は、学校の中で児童生徒だけで話し合って

いると分からなくなるところがあって、専門家や大人の人にも入ってもらって深

めたいというような趣旨のお話をされていたと思います。すごく大事な問題提起

だと思いまして、そういったことが実際に今年度は行われていたのかというとこ

ろを、もし聞いていらしたらお聞きしたいと思いました。お願いします。 

 

 ありがとうございます。昨年度にそういった問題提起や課題を挙げていただい

たことを振り返って、今年度は初めから、横浜子ども会議自体は各学校、中学校

ブロックで行っているものですが、その取組の中に生かせるよう、いかに保護者

や地域を巻き込んでいくのかということを少しテーマに入れて、各学校で考えて

いるところです。そういったことも踏まえて、今回のパネルディスカッションの
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鯉渕教育長 

 

木村委員 

 

鯉渕教育長 

 

中上委員 

中で、また話合いが密に深く行われればという願いを込めています。 

 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

 小学校・中学校・高等学校の子どもたちが集まる意義というのも大変大きいと

思います。なおかつ、12月にいじめ防止啓発月間が行われる理由というところで

いくと、世界人権宣言、そして人権週間の重なりというのを非常に意識して設定

されていると思います。そういったことも、子どもたち自身がそれを理解してい

るということが必要ではないかと思います。そして、基本的人権の尊重という憲

法とも重なっている部分、そういったものが国を挙げて、世界を挙げて、人は尊

重される存在だということを、しっかりと知識的な部分で子どもたちが学んでい

くことが繰り返されるという。その中で自分は何ができるかということを子ども

たちがここで議論する、ある意味、宣言なのだと思います。ただ、できるという

のは、できたかできないかという評価を求められることにもつながるので、子ど

もたち自身にも覚悟がないとなかなか伝えていくことができません。ここに集ま

ってくる子どもたちは、その覚悟を持って来ていると思いますし、また、このい

じめ防止市民フォーラムが終わった後、それぞれの子どもたちが学校へ戻って、

自分はこういうことを学んできた、みんなぜひこういうことに取り組もうとい

う、できたかできないかというところをもう一歩越えて、今後のテーマの在り方

として、子ども自身がいじめのない学校を作りたい、いじめのないまちを作りた

い、いじめのない社会を作りたい、そういう思いや願いを語って、そして、その

思いや願いをかなえるために何ができるかという具体をみんなで考えようとい

う、それもきっとこれまでに取り組んできたことなのですが、改めてできること

の次の方向性というものを考えていっていただきたいと思います。要望です。 

 

 ほかに。 

 

 できたできない、いろいろありますが、一つ私が大事だと思っているのは、ど

ういう思いが子どもたちにあって、その思いをどのようにみんなが酌み取ってあ

げるか。例えば、家に帰ってきた子どもに「今日どうだった？」や「何ができ

た？」などではなくて、どういう思いがどのようにうまく展開できたかというと

ころで、何か成果物を出さないといけないのではなくて、その思いをどう酌み取

ってみんなが感じるかということが大事かと思います。横浜市は非認知能力的な

ものをものすごく重要視していますから、そういったところにもつながるような

在り方が必要かと思います。よく自己肯定感が低いなどと言いますが、まず思う

のは、自己存在感をどう維持するかというのが大事なのではないかと思います。

自己肯定感ではなくて自己存在感、自分はここにいるんだよとか、そういったと

ころをしっかりみんなが理解することが大事なのではないかと思います。以上で

す。 

 

 御意見ということでよろしいですか。 

 

 はい。 

 

 では、中上委員。 

 

 いじめ防止啓発月間ということで、これは大塚委員もおっしゃいましたけれど
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石川学校教育

企画部長 

 

 

 

高橋小中学校

企画課長 

 

 

 

 

も、人権全般のあらゆる差別に対する強化月間でもあるわけです。教育委員会事

務局がいじめ防止の取組を推進し、学校現場の中でいかにいじめをなくしていく

かという、非常に意義のある重点取組は当然だと思いますが、一方で、いろいろ

な差別を子どもたちが理解して、自分たちも加害者にならないような教育ですよ

ね。いじめの原因にもいろいろありますが、世の中にはいろいろな人権を侵害す

るような差別や問題が大人同士でもありますし、このいじめ防止市民フォーラム

を通じて自分たちが加害者にならないような働きかけを行っていく。特に、資料

の裏面にありますように学校だけでは解決しませんし、また、地域にもいろいろ

な課題があると思いますので、地域の各機関・団体との連携、これが非常に大事

だと思います。ですから、今までも一生懸命取り組んでおられると思いますが、

引き続きこれに集中して、ここで効果を出していただきたいと思います。以上で

す。 

 

 いじめ防止啓発月間という捉えではあるのですが、例えば９月は障害者雇用支

援月間ですとか、11月は児童虐待防止推進月間など、その月によってこういう月

間テーマが設置されると思いますが、このテーマというのは、本来はエブリーマ

ンスですよね。エブリーマンスで意識しなければいけないことの中であるわけで

すが、特にこの12月のいじめ防止啓発月間ということで強調すること、それは何

かございますか。 

 

 ありがとうございます。先ほどから御発言いただいているように、もちろんこ

れは人権週間に伴った、いわゆる人権の問題としてのいじめ防止啓発月間を位置

づけております。その中で、私たちとしてはこういった市民に向けてもそうです

し、学校の中でもいじめ解決一斉キャンペーンを行って更に洗い出しを行ってい

くなど、特にこの月だけ取り組めば良いということでは全くございませんし、そ

こを改めて意識するという、そういった位置づけにしております。 

 

 この月が終わると急に意識が低下してしまうのでは何にもなりませんので、ぜ

ひともこの月が終わった後に、更にそれに上乗せできるような活動ができるよう

に期待しております。 

 

 よろしいでしょうか。 

 それでは次に、「2023年度 横浜市教育センター研究発表会『社会に開かれた

教育課程における連携・協働の意義』の実施について」、所管課から御報告いた

します。 

 

 学校教育企画部長の石川でございます。「2023年度 横浜市教育センター研究

発表会『社会に開かれた教育課程における連携・協働の意義』」、これはテーマ

でございますが、これについて御報告いたします。詳細は所管の課長から申し上

げます。 

 

 小中学校企画課長の高橋でございます。横浜市教育センター研究発表会では、

横浜教育ビジョン2030の実現に向けて、教育委員会事務局の各課・室の取組や研

究成果を発信しています。初めに、開催の経緯等をお話しさせていただきます。

本研究発表会は、第４期横浜市教育振興基本計画の柱２「ともに未来をつくる力

の育成」施策２として「持続可能な社会の創り手育成の推進」に基づいて行いま

す。現行の学習指導要領において、これからの教育の目指すべき姿として、児童
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高橋小中学校

企画課長 

 

生徒が豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよう

にすることが求められています。本市でも、横浜教育ビジョン2030に示してい

る、横浜の教育が育む力である「知」「徳」「体」「公」「開」の、特に「開」

の部分であります「未来を開く志」において、持続可能な開発目標ＳＤＧｓの達

成を目指し、「多様性を尊重し、身近なところから行動する力を育みます」とし

ており、これは横浜市の教育の大きな特色でございます。今年度は、ＳＤＧｓ達

成の担い手育成推進校の実践を通して地域や社会の課題の解決を図るため、地

域・企業・ＮＰＯ等と連携・協働することに重点を置いた研究をしてきました。

そこで、実施要項にあるとおり、「社会に開かれた教育課程における連携・協働

の意義」をテーマに、学校管理職を対象とした、「2023年度 横浜市教育センタ

ー研究発表会」を開催したいと思います。 

 資料を御覧ください。「１ 目的」から「４ 参加者」につきましては、記載

のとおりでございます。研究発表会の開催を横浜市内だけでなく広く周知するた

め、神奈川県教育委員会に周知依頼を行い、また、ＥＳＤ活動支援センターや公

益財団法人ユネスコ・アジア文化センターのホームページにチラシの掲載依頼を

行ったりしています。 

 「５ 時程」ですが、本研究発表会の開催にあたりまして、文部科学省挨拶を

国際統括官付ユネスコ振興推進係の三島様にお願いしております。第１部では、

「地域・企業・ＮＰＯなどとの連携・協働に重点を置いたカリキュラムデザイ

ン」をテーマに、ＳＤＧｓ達成の担い手育成推進校の校長が報告を行います。報

告者は、みなとみらい本町小学校の小正校長、南希望が丘中学校の内田校長、東

高校の大山校長です。報告後、「各校の教育活動における外部との連携・協働の

現状」をテーマに、グループ協議を行います。 

 実施要項の２ページを御覧ください。第２部は、「社会に開かれた教育課程に

おける連携・協働の意義」をテーマに、東京都市大学の佐藤真久教授に御講演い

ただきます。佐藤教授は、平成28年度から本市ＥＳＤ推進コンソーシアムコーデ

ィネーターとして、本市のＳＤＧｓ達成の担い手育成の推進に御尽力いただいて

います。 

 第３部は、学校や教育委員会事務局だけでなく、政策局共創推進課及び市民局

市民協働推進課からの報告とグループでの振り返りを行い、 後に佐藤教授に本

研究発表会のまとめをお話しいただきます。説明は以上です。よろしくお願いい

たします。 

 

 説明が終了しましたが、御意見・御質問等ございますか。 

 

 御報告ありがとうございます。先日、学校訪問に行ったときに、各学校の管理

職の皆さんがＥＳＤの視点を持って学校教育を進めていくことがいかに大事なこ

とかということを見てきたばかりですので、こういった研修を位置づけて行うと

いうことは本当に大事なことだと思います。 

 まず 初に、こういうタイトルというのでしょうか、「社会に開かれた教育課

程における連携・協働の意義」と設けていると思うのですが、教育委員会事務局

としてその意義というのはどのように考えているかということをお聞きしても良

いでしょうか。 

 

 ありがとうございます。社会に開かれた教育課程の実現に向けてでございま

す。地域の連携・協働については理解が深まってきたと実感しておりますが、例

えば、社会を創り出していく資質・能力をもっと明らかにすることや、また、そ
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の目標を学校や社会が共有して学校教育をもう一度見つめ直していくというとこ

ろについては、更に推進が必要ではないかと感じておりますので、このような方

向で考えております。 

 

 それにおいての今の も大きな課題は何と捉えていらっしゃいますか。 

 

 一部の学級や学年で、総合的な学習やよこはま子ども国際平和スピーチコンテ

ストに参加するなど様々な取組が進んでいるところでございますが、御見学いた

だいた学校のように学校全体でホールスクールとして取り組んでいくことが大事

だというところを更に推進していきたいという思いでございます。 

 

 ありがとうございます。実際に見学に行っての発見としましては、まず 初に

ビジョンをはっきりさせていくということと、それに対して教職員の心理的安全

性を高める。その上での対話をずっと繰り返していくことで、教職員の皆さんが

実際に安心して考える環境づくりになっていくのだなと思います。一旦考え始め

ていくとどんどんそういった、各教科の中であったり、学びの中であったり、校

内フリースクールの中であったり、いろいろな場面で生かされていくという気づ

きもありましたので、そういったところがきっとこの中でも話し合われるのだろ

うと思いました。実際に社会の創り手の育成と言いつつ、子どもたちは既に社会

の一員だと思いますので、自分たちは社会の中の一員なんだ、その創り手なんだ

という実感と、教職員の皆さんもそうだという思い。私たちはどういう協働を作

っていきたいのか。協働することが何か負担感や取り組まなければいけないこと

というのが入り口ではなくて、それこそが学びにつながっていく、それを行って

みたいというような場になると良いなと思います。 

 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

 この目的の中に「地域・企業・ＮＰＯなどとの連携・協働」という項目があり

ます。この企業についてですが、企業のこのような事業に対する熱量とか反応と

か、そういったものはいかがでしょうか。 

 

 夏に、スタートアップ企業やＮＰＯの方と中学生・高校生の交流会を行いまし

た。企業の方からは、企業としても関わって進めていくことで企業の人材育成に

もつながっているというお話をたくさん頂いていて、Win－Winの関係なんだ、と

いうお声掛けはたくさん頂いているところでございます。 

 

 ありがとうございます。新興のやる気のある、新しく事業を起こそうという企

業の御意見ということで、確かによく分かります。企業も多種多様ありますの

で、いろいろな企業の意見を聞いて、幅広く社会のことを知っていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

 今回、参加者の対象のメインは横浜市立学校管理職となっておりますが、主に

校長が対象と考えてよろしいでしょうか。 
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 まず、学校づくりですので学校長と思っておりますが、副校長や、それこそ教

務主任も含めて、やはり学校を作っていく、戦略を立てていくということになり

ます。こちらの参加は、まずは学校長としておりますが、録画等もできますので

広げて、校長や副校長と共有できるような関係づくりも進めていきたいと考えて

おります。 

 

 学校長もＥＳＤの大事さ、社会に開かれた教育課程の重要さというのは理解し

ていらっしゃると思います。それをまた副校長と共有して、自校の実態からどん

な取組が可能かということを管理職として共有しながら進めていくということを

考えますと、ぜひ学校長以外の副校長、教務主任等の研修の充実というところを

お願いしたいと思います。 

 もう１点、グループ協議のところに「各校の教育活動における外部との連携・

協働の現状」とありますが、どのような意見がここで出されるかということは想

定されていらっしゃいますでしょうか。 

 

 ありがとうございます。まだ一部の取組であるという学校が、ユネスコスクー

ル等を目標に、学校全体のホールスクールのアプローチとして進めていけるよう

に、そのような課題感があるのではないかと感じております。そちらについて、

今回は座談会形式で進めていこうと考えておりますので、小中学校企画課の指導

主事がファシリテーターとなりながら、そのような課題感を集約して焦点化して

いきたいと考えております。 

 

 グループ協議等が終わった後でアンケートをお取りになると思いますが、学校

の現状と言いますか、ここで出されている本音の部分というものを、ぜひ教育委

員会事務局が理解して把握していただいて、そして、学校が負担感のない、少な

い中でどうこの取組を充実させていけるかという方向性をしっかり出していって

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは次に、「中学校給食の安全対策に関する取組状況について」、所管課

から御報告いたします。 

 

 それでは、御報告させていただきます。私は、中学校給食推進担当部長の田中

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。「中学校給食の安全対策に関す

る取組状況について」ということで、本日は２点、御報告させていただきます。

１点目が、「１ 中学校給食において副菜提供中止に至った件について」、そし

て２点目が、「２ 学校給食で使用した豚肉の食材加工業者による産地偽装につ

いて」でございます。説明につきましては健康教育・食育課担当課長の木村より

御報告させていただきます。 

 

 説明者はマスクを取って、マイクに入りやすいようにしてください。 

 

 健康教育・食育課担当課長の木村でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、１点目です。「中学校給食において副菜提供中止に至った件につい

て」でございます。 

 「１ 概要」。令和５年10月５日の給食で提供を予定していた「粉ふき芋」に

ついて、給食調理製造事業者（Ｂ）が調理をする際に、食材であるじゃが芋から
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たばこの吸い殻が発見されたため、全学校において粉ふき芋の提供を中止する

旨、令和５年10月５日に記者発表を行い、第一報でお知らせいたしました。 

 「２ 提供ができなかった学校数及び注文数」。こちらは教職員は除きます

が、学校数、中学校は、給食実施校全144校のうち139校です。小学校等は、給食

室改修期間中の小学校、試食会実施校の全８校です。注文数は29,877食でござい

ます。 

 「３ 具体的な状況」です。令和５年10月５日木曜日４時頃、給食調理製造事

業者（Ｂ）が調理をする際に、食材であるじゃが芋の中からたばこの吸い殻を発

見。８時50分頃、給食調理製造事業者（Ｂ）から本市に報告。９時、健康教育・

食育課において、当該じゃが芋について、全ての給食調理製造事業者（４社）が

同じ納品事業者（Ａ）から納品されていることを確認。９時30分、健康教育・食

育課において、粉ふき芋の提供中止を決定。既に給食の盛り付けは終了している

ため、全校にメールを送信し、更に電話にて粉ふき芋を喫食しないように連絡。

16時、本件について保護者宛てにメールを順次送付。同内容を、学校を通じて保

護者宛てに文書を配布依頼。なお、事案を受け、原因究明を進めることとし、当

該納品事業者（Ａ）からの食材調達は、念のため止めました。 

 「学校及び保護者への連絡について」です。「（１）学校への連絡につい

て」。８時50分頃に異物が発見され取り除き、当該じゃが芋は全量廃棄したと給

食調理製造事業者（Ｂ）から連絡があったため、影響がある可能性も考慮し、学

校へ粉ふき芋を喫食しないようにメール及び電話をしました。その後、関係各所

と情報を整理し、異物がたばこの吸い殻だということを含めた本件の概要及び保

護者宛の文書を16時25分頃にメールで連絡いたしました。 

 「（２）保護者への連絡について」。学校へ10月５日16時25分頃にメールで連

絡し、それ以降、学校が保護者へお伝えしています。また、同内容を中学校給食

のサポートセンターより10月５日19時頃からメールで順次送付し、20時50分頃に

送信が完了しています。 

 おめくりください。「４ 提供中止後の対応について」。10月５日、関係自治

体の保健所（以下、保健所）が納品事業者製造工場（Ａ）へ立入調査。10月６

日、健康教育・食育課が納品事業者（Ａ）及び給食調理製造事業者（Ｂ）へ聞き

取り、保健所及び健康教育・食育課が給食調理製造事業者製造工場（Ｂ）へ立入

調査。10月10日、健康教育・食育課が給食調理製造事業者製造工場（Ｂ）へ立ち

入り、衛生指導。 

 「５ 健康教育・食育課の聞き取り調査結果と保健所の立入調査結果につい

て」。「（１）健康教育・食育課による聞き取り調査結果について」。「ア 納

品事業者（Ａ）への聞き取り」。作業員の白衣にポケットはなく、私物の持ち込

みはない。従業員の喫煙者や銘柄を記録管理しているが、当該異物と同じ銘柄た

ばこの喫煙者はいない。配送は外注しており、ドライバーは日によって替わるこ

ともある。当該異物混入のあったじゃが芋の担当ドライバーは喫煙者だったが、

当該異物の銘柄たばことは異なった。今後は、購入した野菜を検品時に一度全て

広げて確認する新たなルールを設け、より一層衛生管理を徹底していく。 

 「イ 給食調理製造事業者（Ｂ）への聞き取り」。調理員の白衣にポケットは

なく、私物の持ち込みはない。喫煙者は記録管理していないが、20名程度いると

思う。当日の検品担当者や当該釜の調理員の中に喫煙者はいない。 

 「（２）保健所による立入調査結果について」。「ア 納品事業者製造工場

（Ａ）へ立入調査」、こちらは保健所からの口頭報告内容になります。異物混入

の原因究明の観点で、「原材料の受入れから出荷時までの検品体制」「コンテナ

の清掃管理」「施設内外の異物混入防止対策」等について、保健所による調査が
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行われました。調査の結果、当該異物混入につながる状況は確認されず、施設内

でたばこが混入する可能性は低いと推察されましたが、加工、出荷時の目視点検

の徹底及び従業者への衛生教育、周知徹底等について指導が行われました。 

 「イ 給食調理製造事業者製造工場（Ｂ）へ立入調査」、こちらは健康教育・

食育課が同行しております。当該異物混入の可能性の有無等の確認のため、喫煙

場所や状況、従業員の服装や工場内への私物の持ち込み等について、保健所によ

る調査が行われました。調査の結果、当該異物混入につながる原因の特定には至

らず、混入の可能性は低いと考えられましたが、検品のためのマニュアルがなか

ったため、作成することについて指導が行われました。 

 「６ 10月５日の粉ふき芋の検査結果について」。10月５日に盛り付けが行わ

れた粉ふき芋について、各社１検体ずつ計４検体抽出し、ニコチンが含まれるか

どうか検査を実施しました。その結果、全検体においてニコチンは検出されませ

んでした。 

 「７ 10月５日の給食費の取扱いについて」。たばこの吸い殻という重大な異

物の発見に伴い、未然に取り除いたものの、影響がある可能性も考慮し、予定し

ていた献立（粉ふき芋）を提供できなかったため、10月５日の給食費をお支払い

いただいた方に対し、275円分のポイントバックを行いました。「（１）ポイント

バックに要した金額」。中学校6,550,775円、給食室改修期間中の小学校462,000

円、合計7,012,775円。「（２）予算の取扱いについて」。令和５年度一般会計歳

出第15款７項３目中学校給食事業費において、給食の提供ができなかった際にポ

イントバックを行うための予算を計上しており、今回のポイントバックについて

も当該予算から支出しています。 

 「８ 調査結果を踏まえた今後の安全対策」。納品事業者（Ａ）及び給食調理

製造事業者（Ｂ）への聞き取りや各保健所の立入調査等を通じて、納品事業者

（Ａ）及び給食調理製造事業者（Ｂ）ともに工程を詳細に確認し、混入等の起こ

り得るリスクの洗い出しを行いました。今後に向けて、次の対策を徹底し、再発

防止に努めてまいります。なお、10月６日以降、当該納品事業者（Ａ）からの食

材調達を止めていましたが、状況確認及び今後の衛生管理体制等を踏まえ、16日

月曜日以降の制限を解除しました。 

 「（１）納品食材への混入を防ぐ対策」。納品事業者による出荷時の検品、給

食調理製造事業者による納品された食材の検品を強化・徹底することで、異物が

調理場に持ち込まれる可能性を未然に防ぎます。あわせて、納品事業者は、出荷

時に搬送用コンテナ内に異物がないことを確認するとともに、食材を入れた包装

材をコンテナ内に直接置かないよう、毎回新しいビニールを敷く対策を徹底し、

異物の混入を未然に防ぎます。 

 「（２）食材加工時又は給食調理製造時の混入を防ぐ対策」。納品事業者及び

給食調理製造事業者ともに、施設内で異物混入が起こり得る状況を点検するほ

か、食材に異物が付着していないか目視確認を徹底します。 

 「（３）従業者への衛生教育」。納品事業者及び給食調理事業者ともに、今回

の異物混入の経緯や今後の対策等について全従業員へ周知するとともに、衛生教

育を再度徹底します。 

 「（４）その他の対策」。ア、納品事業者（Ａ）及び給食調理製造事業者（４

社）ともに、施設内に防犯カメラを設置する方向で調整中です。「防犯カメラの

設置状況について」。「（１）納品事業者（Ａ）について」。今回の件を受け、

12月中に工場内に防犯カメラを設置する予定です。「（２）給食調理製造事業者

（４社）について」。４事業者のうち、２事業者については従前から工場内に防

犯カメラが設置されています。残りの２事業者についても設置の方向で調整中で
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す。 

 イ、給食調理製造事業者の夜間トラブル発生時に即座に対応するよう、健康教

育・食育課の緊急連絡体制を整備し、万が一、異物混入等の事故が発生した場合

でも給食の提供中止等の判断がすぐ行えるよう改善いたしました。 

 おめくりください。「２ 学校給食で使用した豚肉の食材加工業者による産地

偽装について」です。 

 「１ 概要」。令和５年10月31日、川崎市が学校給食で使用している豚肉を、

食材加工業者が外国産を国内産と偽って（産地偽装）納入したことについて発表

しました。このたび、本市の中学校給食の一部で使用していた豚肉についても、

産地を偽って納入していた旨、当該食材加工業者から令和５年11月10日に連絡が

あり、同日に記者発表を行いましたのでお知らせします。なお、この件について

は、神奈川県警察本部への情報提供を行い、連携して対応しています。 

 「２ 食材加工業者」。株式会社寿食品、相模原市中央区にございます。 

 「３ 当該食材加工業者と本市の取引状況」。「（１）小学校給食」。公益財

団法人よこはま学校食育財団の物資納入事業者への登録はなく、納入していた実

績はありません。本市の小学校では、食材調達を公益財団法人よこはま学校食育

財団に委託しております。民間委託校２校（本牧南小学校、都筑小学校）につい

ては、当該食材加工業者が受託しています。委託業務は調理業務のみで、寿食品

から食材の納品は受けておりません。なお、令和５年12月をもって当該２校の学

校給食から撤退するとの申し出を受けました。令和６年１月以降は他社が対応予

定としています。 

 「（２）中学校給食」。給食の調理及び物資混入を委託している４社のうち、

１社において寿食品と契約実績があり、給食が開始した令和３年度以降、豚肉の

納品がありました。なお、令和５年10月25日以降は当該食材加工業者からの納品

はされていません。本市の中学校では、食材調達を給食調理製造事業者に委託し

ています。 

 「４ 当該食材加工業者と契約実績がある給食調理製造事業者からの給食提供

がある学校」、こちらは調査中です。中学校、中区５校、青葉区13校、都筑区８

校の中学校です。小学校等給食室改修期間中の以下の小学校。令和３年度、石川

小学校。令和４年度、鉄小学校、茅ケ崎小学校、北山田小学校、新石川小学校、

立野小学校。令和５年度、永田台小学校、霧が丘義務教育学校（前期課程）、川

和東小学校です。 

 「５ 現在の対応状況」です。他市の報道を受け、10月31日に物資購入委託事

業者を通じて、納品され使用した豚肉の産地判別調査を実施しています。なお、

納入された外国産豚肉は、一般に流通する輸入品と同じ製品であり、安全性に問

題ないことは確認しており、現在のところ健康への影響などは確認されておりま

せんが、今後、どのような混入を行っていたのか、いつから産地偽装があったの

か等について調査してまいります。こうした状況について、生徒や児童、保護者

に向けて本市の中学校給食ホームページにてお知らせするとともに、対象の学校

を通じてお知らせしました。以上でございます。 

 

 説明が終了しましたが、御意見・御質問等ございますか。 

 

 今回の中学校給食において、一つ目の副菜の提供中止に至った件、じゃが芋か

らたばこの吸い殻を発見されたという件についてですが、子どもたちが安心して

食べていけるためにすごく気になるので、今後の安全対策についてもう少しお聞

きしたいと思います。検品の強化や目視確認の徹底、従業員の衛生教育の徹底、
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これで本当に起きないのかというところと、もう少し具体的にどうしていくのか

ということについてお聞きしたいと思います。 

 

 ありがとうございます。納品事業者において購入した野菜を、検品時に一度全

て広げて確認する新たなルールを設ける等を考えております。また、検品目視を

強化しまして、より一層衛生管理を徹底するよう依頼しております。給食調理製

造事業者におきましては、食材を調理場に持ち込む前の段階で、検品を更に徹底

するということで、異物が調理場に持ち込まれる可能性という部分を未然に防ぎ

たいと思っています。従業員の衛生教育の徹底につきましても、納品事業者及び

給食調理製造事業者ともに、今回の異物の経緯や今後の対策について、事業者の

衛生研修等を通じて全従業員へ確実に周知してまいりたいと思っております。衛

生教育を再度強化していきたいと思っております。 

 

 今、可能性を未然に防ぐという話もありましたが、今回は事前に気づくことが

なぜできなかったのかとのことですが、気づくことが難しい構造がそこにあるの

ではないかと思いました。それについてはどのようにお考えでしょうか。 

 

 ありがとうございます。今回も調理中に異物を発見し、その当該異物が発見さ

れた釜のじゃが芋については、証拠品は残した上で全て廃棄させていただきまし

たので、生徒に提供されることについては未然に防ぐことができたと考えており

ます。一方で、納品事業者の出荷時の検品や、給食調理製造事業者の納品時の検

品で、調理場に持ち込まれることも事前に防ぐことができたのではないかと考え

ておりますので、今まで以上に食材の検品を含め、衛生管理の徹底については努

めてまいりたいと考えております。 

 

 今、努めてまいりたいとお話しいただいた部分ですが、今後起きないように各

事業者に対して何をしていくのか、各事業者の人たちがどんなことをしていくの

かということをもう一度、情報量が今多いので、整理して御説明いただければと

思います。 

 

 ありがとうございます。今でも行っているのですが、毎月実施している給食調

理製造事業者との打合せの機会や、年に２回実施している給食調理製造事業者へ

の衛生管理研修、そういったところで繰り返し衛生指導については行っていきま

す。また、栄養士等による工場巡回も定期的に行っておりますので、そういった

中でも衛生管理について指導してまいります。 

 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

 今回のたばこの吸い殻、産地偽装問題。本当にあってはならないようなことだ

と思っています。基本的にスポーツの世界はそうですが、自分が食する物、飲む

物は自分の責任なのですが、給食に関しては、事業者を信頼して出た物を食べる

わけです。ここは本当に大きな出来事だと思っています。先ほどからいろいろ聞

いていますが、給食調理製造事業者（Ｂ）は、「喫煙者は記録管理していない

が、20名程度いると思う」と記されています。これは全然、原因追究のための具

体的なものでも何でもないですよね。「何々らしい」とか、「何々と思う」とい

うのは、本当に無責任だと思います。こういったこともあって、たばこの吸い殻

が調理場で発見されたということは事実ですから、業者名の公表ということは考
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えていないのでしょうか。 

 

 ありがとうございます。今回は、納品事業者及び給食調理製造事業者への聞き

取りや各保健所の立入調査を通じ、納品事業者、給食調理製造事業者ともに工程

を詳細に確認したのですが、当該異物の混入に至る原因の特定までは至りません

でした。そのような中で事業者名を公表いたしますと、風評被害を招く恐れもあ

ることから、事業者名の公表については控えさせていただいております。 

 

 原因追究は今後進めていかなければいけないと思います。因果律という言葉も

ありますが、同じ原因に同じ結果が必ず出てきますから、ここは徹底していただ

きたいと思います。業者の責任だけでは済まないと思います。教育委員会事務局

として食の安全・安心、そして、いろいろなところで言われていますが、インテ

グリティ、こういったものについてどのように指導・監督していたのかお聞きし

たいです。あと、先ほど今後の安全マニュアルという話がありましたが、業者の

安全マニュアルのチェックはしていたのでしょうか。 

 

 ありがとうございます。まず、今回の事案というのは我々も初めてではあった

のですが、こちらも教訓としまして、調理中はもちろん、食材の納品、検品に至

るまで、今まで以上に衛生管理の徹底に努めてまいりたいと思っています。生徒

に安全・安心な給食を提供することの重要性について、毎月実施している給食調

理製造事業者との打合せや、あるいは年に２回実施しております給食調理製造事

業者への衛生管理研修というところで、また繰り返し伝えさせていただいていま

す。先ほどもお話ししましたが、栄養士等による工場巡回についても、衛生管理

でしっかりと指導してまいりたいと思っています。 

 

 先ほど森委員からもありましたが、資料を見ると、「徹底していく」、「徹底

していく」とあります。何をどのように徹底することが徹底なのかという具体性

がないと、何が徹底なのか。基本的に、後悔するけど反省しなかったら意味がな

いですし、徹底の内容をしっかり次回にでも教えていただきたいと思います。そ

して、今後、中学校給食に関して、様々な業者に対して随意契約等々を結んでい

きますよね。一連のこういった事件・事故があった中で、その契約内容に何かプ

ラスアルファで追加されたことはあるのでしょうか。 

 

 ありがとうございます。令和８年度以降の契約につきましては、これから手続

を行っていくことになりますので、今回のことも踏まえ、衛生管理指導がしっか

りと行えるように、より具体的にしていきたいと考えております。これから検討

してまいりたいと考えております。 

 

 食に関しては生命にも関わってきますので、ぜひしっかりと取り組んでいただ

ければと思います。以上です。 

 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

 今まで通常、給食調理製造業者が異物を発見したときに、その後、調理という

のはどうなるものなのでしょうか。保健所へすぐ届けたり調理をストップするな

ど、そのような対応の必要性はなかったのかどうか、その辺りについてお尋ねし

たいと思います。 
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 ありがとうございます。異物混入があった場合というのは、まず、委託者であ

る横浜市教育委員会事務局に報告し、指示を仰ぐという契約になっており、今回

は給食調理製造事業者から連絡を受けた横浜市教育委員会事務局が保健所へ連絡

いたしました。しかし、異物混入のあった当日の提供について、発見が朝４時と

いうこともありまして、横浜市教育委員会事務局に連絡が取れませんでした。そ

のため、製造を止めるという判断が給食調理製造事業者だけではできなかったこ

とから、当該異物の発見された釜のじゃが芋は、証拠品を残して全量を廃棄し、

その他の袋に入っていたじゃが芋をしっかり目視点検して徹底した上で、使用し

て調理、盛り付けを行いました。 

 翌日以降の提供については、異物発見時の状況を踏まえ、食材検品、製造時に

おける各工程でのチェック等の安全対策をしっかり行うことで、提供できると判

断いたしました。また、給食提供そのものを停止した場合ですが、給食を利用す

る生徒への代替になる食事の提供ができないことから、食の保障という観点にお

きましても、これまで日々行っています衛生管理指導の状況から、検品目視点検

を徹底することを前提に、給食調理を継続することといたしました。 

 

 今までの報告を伺っていると、朝４時に発覚したとのことですが、このような

給食調理製造事業者は深夜や早朝に働いています。深夜の報告は、横浜市の就業

時間と違いがあるので、その差が判断の遅れにつながることになったのかと思い

ます。それを踏まえて、今後この差を埋めるような方策みたいなものは何か考え

ていらっしゃいますか。 

 

 ありがとうございます。今回の事案を教訓にしまして、万が一、異物混入等の

事故が発生した場合でもすぐに判断ができるように、健康教育・食育課の緊急連

絡体制を整備いたしましたので、深夜調理中であっても連絡が取れる体制となっ

ております。 

 

 緊急連絡体制というのは、具体的には例えばどういったものですか。 

 

 具体的には、工場で何かあった場合には、まず、健康教育・食育課の担当者に

連絡がつながり、そこから判断が必要なものについては課長、部長、そして、重

篤な問題については教育長まで確認が取れるような連絡体制でございます。 

 

 それはよく危機管理にある、枕元に携帯を置いてとか、そのようなレベルぐら

いまで行っているということですか。分かりました。それを行うということです

ね。 

 あと二つほど質問があるのですが、産地偽装については警察が介入していると

のことですが、たばこの吸い殻が混入していた今回の件については、警察に捜査

を依頼することは考えなかったのでしょうか。 

 

 今回、保健所による立入調査も行っていただいたのですが、給食調理製造事業

者、納品事業者ともに施設内でたばこが混入する可能性は極めて低いという結果

が出されております。そういった中で、たばこの吸い殻が発見されておりますの

で、いわゆるヒューマンエラーが何かしら起こったと我々は考えておりまして、

今回は警察に被害届を出すということはいたしませんでした。 
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 産地偽装のほうは明らかに事件です。今回の場合は事故の可能性もあります。

その辺りの見極めがどうしてもつかめないので、警察の介入なしということにな

るのですね。分かりました。 

 そしてもう一つ、一部報道で、給食で粉ふき芋が出回ってしまったとありまし

た。それを一部の生徒が喫食してしまったというようなことも、実際に見たわけ

ではないですが、そのようなことを聞きました。このような場合、粉ふき芋を絶

対に食べては駄目という指示・命令というものが完全に意思統一されないものな

のかどうなのか、その辺りのところの指示・命令が徹底できていないことが不安

なのですが、その辺りについての事実等はいかがでしょうか。 

 

 ありがとうございます。今回、調理中にたばこの吸い殻が発見されて、そのじ

ゃが芋は全量廃棄しております。そのほかの袋に入っていたじゃが芋は、目視点

検を徹底した上で調理して盛り付けておりましたので、盛り付けられた粉ふき芋

に異物が混入している可能性は極めて低い状況であるということが、まず前提と

してございました。その上で、粉ふき芋を喫食しないようにと、我々も一つ一つ

の学校に電話で連絡してお伝えしたわけですが、結果として数人喫食してしまっ

た生徒がいらっしゃったというような報告も受けておりますので、今後、学校へ

情報提供を行う際には、確実に生徒に伝わるような伝達方法について、学校とも

連携してまいりたいと考えております。 

 

 分かりました。こういうときに防ぐ方法としては、給食提供前に物理的に処理

してしまうというぐらいの確実性をもって徹底していただきたいと思います。目

の前に出されているものであったら、もしかしたら食べてしまうという恐れがあ

るので、物理的に除去、絶対に手に入らない、それぐらい徹底していただければ

と思います。以上です。 

 

 ほかにいかがですか。 

 

 初の件については、ほかの委員の御指摘に私も賛同して重なりますのであえ

て言いませんが、再発防止をしっかりしていただくということを更にお願いした

いと思います。その再発防止がきちんと徹底した上での話ですが、粉ふき芋に罪

はないわけで、じゃが芋を食べるときに、芽は毒ですから取り除かなければいけ

ないわけですが、いずれにしてもじゃが芋、粉ふき芋がトラウマにならないよう

な食育も一方ではすべきかと思います。 

 私の質問としては２件目にしたいと思いますが、産地偽装の件です。１件目も

あってはならないのですが、２件目のほうは更にあってはならない話だと思って

います。御報告にありましたように神奈川県警察本部ももう動いているというこ

とですから、レベルもまた一段と重い話ですので、横浜市ではどうしていくの

か、今後どのように対応していくのかをお聞かせいただきたいと思います。 

 

 ありがとうございます。現在、当該食材加工業者の納品された豚肉につきまし

ては、産地判別の検査を行っております。結果が出次第、こちらも神奈川県警察

本部に情報提供を行い、連携していきたいと考えております。今後は川崎市や、

あるいは発表のありました相模原市の動向等も踏まえ、当該事業者がどのような

購入を行ってきたのか、いつから産地偽装があったのかなどを、神奈川県警察本

部と連携して調査してまいりたいと思っています。 

 また、これまで中学校給食では、産地判別検査というのを行っておりませんで
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したので、今回の件を踏まえ、食肉を中心に産地判別検査を行う方向で現在調整

しております。 

 

 今回の件は他山の石として、横浜市でも起こり得るという意識で点検されると

思いますが、しっかり点検をお願いしたいと思います。 

 それと、お聞きしたいのは、今、公益社団法人よこはま学校食育財団が、質の

安定供給と価格の安定供給で一括購入など頑張っており安全性も見てくれていま

すが、今回のことを考えると、更に安全性についても、公益社団法人よこはま学

校食育財団と教育委員会事務局が一緒になって取り組むべきだと思います。横浜

市と公益社団法人よこはま学校食育財団の役割分担等はどうお考えでしょうか。 

 

 ありがとうございます。まず、小学校給食におきまして、公益社団法人よこは

ま学校食育財団は、学校給食用物資の一括購入事業のほか、学校給食用物資の安

全性確保のための食品衛生検査や放射性物資検査、給食実施校への巡回相談、食

育等に関する取組、基準献立案の作成などの業務を、横浜市教育委員会事務局か

らの委託により実施しております。教育委員会事務局では、給食費の徴収あるい

はそちらの執行等を行っています。 

 そして、中学校給食においては、食材調達及び検品検査を給食調理製造事業者

に委託しております。教育委員会事務局では、事業者の食材調達あるいは保管を

適切に行えるように、学校給食法の趣旨を踏まえ、横浜市中学校給食食材に関す

る基準書というものを作成して、これに基づいて事業者が適正に調達することと

なっています。小学校と同様に、給食費の徴収・執行は教育委員会事務局が行っ

ています。 

 そして、令和８年度以降ですが、中学校給食についても学校給食用物資の一括

購入事業のほか、衛生検査などにつきましても公益社団法人よこはま学校食育財

団に担っていただく方向で現在調整を進めています。 

 

 今、調整中ということで、ぜひ検討していただきたいと思います。特に今、よ

く言われる、食の安全の中での食品衛生検査ですよね。これについては、肉など

だと動物にどんな医薬品が入っているのかや、牛や豚が食べている穀物など、そ

ういった飼料からの残留農薬の話もあるでしょう。それはある程度、出荷証明等

でチェックできるでしょうから、いずれにしても、食の安全と言いますか、衛生

についてのチェックもしっかりしていただくように、よろしくお願いします。意

見です。 

 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

 私も産地偽装についてですが、学校給食は、安全で安心して子どもたちが楽し

く食べていることで学校給食を信頼している。そしてまた、学校も社会もその信

頼に 善の努力で応えている。そういうことが積み重なって今があると思ってい

ます。ですから、今回の産地偽装ということ自体は、学校給食に対する信頼を損

ねる、皆様方もおっしゃっていますが、本当にあってはならないことだと考えて

います。不安に思っている生徒や児童、そして保護者の方々も多々いらっしゃる

ことと思います。そういった保護者、生徒、児童、それから学校への対応につい

てですが、連絡等は速やかに行うことができているのかということの確認を一つ

させてください。 

 もう１点は、「１ 概要」についてですが、先ほど御説明いただいた概要で



19 

 

 

 

 

 

木村健康教

育・食育課担

当課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大塚委員 

 

 

 

 

鯉渕教育長 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

鯉渕教育長 

 

 

片山総務課長 

 

 

 

鯉渕教育長 

 

 

 

 

 

 

は、令和５年10月31日の川崎市の発表を受けて本市では令和５年11月10日に連絡

を受けたとありますが、川崎市で発表があってから横浜市で連絡を受けたその期

間、教育委員会事務局としてどのような動きをなさったかということも確認させ

ていただきたいと思います。 

 

 ありがとうございます。まず、令和５年11月10日に当該加工業者から本市に、

川崎市と同様に産地を偽って豚肉を納入していたということが判明しました。そ

の後、当該食材加工業者に聞き取りを行いまして、やはり横浜市も事実だという

ことが分かりました。同日中に対象の学校にメールで連絡させていただいたので

すが、もう既に閉庁後であったため、まず生徒や児童、保護者に向けて、本市の

中学校給食ホームページにてお知らせいたしました。令和５年11月13日の月曜日

から、対象の学校を通じて保護者宛てで順次通知文を送っております。 

 また、令和５年10月31日の川崎市の発表から令和５年11月10日の横浜市の記者

発表までの間ですが、この間、横浜市も小学校・中学校ともにどういう状況だっ

たのか、また、寿食品との関係性がどうだったのかというのを詳細に情報収集し

ていた期間でございます。その後、納品された豚肉につきましては、今現在、産

地判別調査に出しているところでございます。 

 

 ありがとうございます。今後も敏感な、他都市の状況からの情報収集等に努め

ていただきたいと思います。それから、子どもたちの安全と安心、信頼、期待に

応えられるような改善について、丁寧に取り組んでいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは次に、議事日程に従い、審議案件に移ります。まず、会議の非公開に

ついて、お諮りします。教委第34号議案「横浜市一般職職員の給与に関する条例

等の一部改正に関する意見の申出について」、教委第35号議案「横浜市会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に関する意見の申出につい

て」は議会の審議案件のため、教委第36号議案「教職員の人事について」は人事

案件のため、非公開としてよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、教委第34号議案から教委第36号議案は、非公開といたします。 

 審議に入る前に、事務局から報告をお願いします。 

 

 次回の教育委員会定例会は、12月１日金曜日の午前10時から開催する予定で

す。また、次回の教育委員会臨時会は、12月15日金曜日の午前10時から開催する

予定です。 

 

 皆様、よろしいでしょうか。次回の教育委員会定例会は、12月１日金曜日の午

前10時から開催する予定です。また、次回の教育委員会臨時会は、12月15日金曜

日の午前10時から開催する予定です。別途、通知いたしますので御確認くださ

い。 

 次に、非公開案件の審議に移ります。傍聴・報道機関の方は御退席願います。

また、関係部長以外の方も退席してください。 
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＜傍聴人及び関係者以外退出＞ 

 

 教委第34号議案「横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部改正に関する

意見の申出について」 

（原案のとおり承認） 

 

教委第35号議案「横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部改正に関する意見の申出について」 

（原案のとおり承認） 

 

 教委第36号議案「教職員の人事について」 

（原案のとおり承認） 

 

 本日の案件は以上です。これで、本日の教育委員会定例会を閉会といたしま

す。 

 

［閉会時刻：午前11時10分］ 

 


